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先
の
一
月
臨
時
会
に
お
き
ま

し
て
、
議
員
各
位
の
ご
推
挙
を

賜
り
、
第
九
十
八
代
議
長
に
就

任
い
た
し
ま
し
た
。
誠
に
光
栄

で
あ
り
ま
す
と
と
も
に
、
そ
の

職
責
の
重
大
さ
に
身
の
引
き
締

ま
る
思
い
で
あ
り
ま
す
。

　

現
在
、
我
が
国
で
は
、
世
界

に
例
を
見
な
い
急
速
な
少
子
高

齢
化
や
人
口
減
少
が
進
む
中
、

「
官
か
ら
民
へ
」「
国
か
ら
地
方

へ
」
の
考
え
の
も
と
、
社
会
・

経
済
シ
ス
テ
ム
全
般
に
わ
た
る

構
造
改
革
が
進
め
ら
れ
て
お
り

ま
す
。
地
方
自
治
の
面
で
は
、

今
年
は
地
方
自
治
法
施
行
六
十

周
年
、
地
方
自
治
も
第
二
期
の

地
方
分
権
改
革
へ
と
踏
み
出
す

節
目
の
年
で
あ
り
ま
す
。
引
き

続
き
、
地
方
が
一
丸
と
な
っ
て
、

真
の
地
方
分
権
改
革
に
向
け
て

邁
進
し
て
行
か
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。

　

自
己
決
定
・
自
己
責
任
の
地

方
分
権
時
代
に
あ
っ
て
、
地
方

議
会
の
役
割
と
責
任
は
、
従
前

に
比
較
し
て
格
段
に
重
く
な
っ

て
お
り
ま
す
。
県
行
政
を
適
切

に
チ
ェ
ッ
ク
し
、
更
に
政
策
提

案
機
能
の
強
化
に
努
め
る
な
ど
、

議
会
活
動
の
一
層
の
充
実
に
努

め
て
い
く
こ
と
が
、
我
々
の
責

務
で
あ
る
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

　

私
ど
も
県
議
会
と
い
た
し
ま

し
て
も
、「
改
革
を
進
め
未
来

を
創
る
県
議
会
」
を
モ
ッ
ト
ー

と
し
て
、
三
百
万
県
民
の
負
託

に
応
え
る
べ
く
、
全
力
を
尽
く

し
て
参
る
所
存
で
あ
り
ま
す
の

で
、
県
民
の
皆
様
の
な
お
一
層

の
ご
支
援
、
ご
協
力
を
お
願
い

申
し
上
げ
ま
す
。

　昨年１２月に実施された一般選挙後初の議会である平成１９年１月臨時会が、１月１９日と２２日の両日開催されました。
　この臨時会は、新しい県議会の構成などを決めるもので、議長、副議長の選出と、６つの常任委員会の委員の選任、議会運営
委員会や情報委員会の委員の選任などを行いました。（２面に掲載）
　また、知事から人事案件について議案の提出があり、２２日に原案どおり同意しました。

平成19年1月臨時会開催される

正･

副
議
長
就
任
あ
い
さ
つ

改
革
を
進
め

　

未
来
を
創
る
県
議
会

茨
城
県
議
会
議
長  

飯
野　

重
男

県
勢
発
展
の
た
め

　

円
滑
な
議
会
運
営
を

茨
城
県
議
会
副
議
長  

新
井　
　

昇

　

去
る
一
月
十
九
日
の
臨
時
会

に
お
き
ま
し
て
、
第
百
代
副
議

長
に
就
任
い
た
し
ま
し
た
。
県

勢
発
展
の
た
め
、
飯
野
議
長
を

補
佐
し
、
円
滑
な
議
会
運
営
に

努
め
て
参
る
所
存
で
あ
り
ま
す
。

　

当
面
の
県
政
の
課
題
で
あ
り

ま
す
が
、
行
財
政
改
革
の
推
進

と
財
政
再
建
で
あ
り
ま
す
。
今
、

県
政
は
未
曾
有
の
財
政
危
機
に

あ
り
ま
す
。
長
年
の
懸
案
事
項

で
あ
っ
た
県
出
資
団
体
や
県
立

病
院
問
題
に
つ
い
て
は
、
調
査

特
別
委
員
会
に
お
い
て
精
力
的

な
調
査
と
提
言
を
行
い
、
問
題

解
決
に
一
定
の
成
果
を
収
め
た

と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
他

県
政
に
お
い
て
は
、
少
子
高
齢

化
対
策
を
は
じ
め
、
医
療
・
福

祉
対
策
、
教
育
、
産
業
振
興
、

安
心
・
安
全
の
確
保
な
ど
多
く

の
課
題
を
抱
え
て
お
り
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
課
題
に
適
切
に

対
応
し
つ
つ
、
財
政
再
建
に
取

り
組
む
た
め
に
は
、
官
民
の
役

割
分
担
や
地
方
分
権
を
踏
ま
え

た
県
行
政
の
あ
り
方
、
組
織
や

事
務
事
業
の
見
直
し
徹
底
な
ど
、

根
本
か
ら
の
行
財
政
改
革
が
必

要
で
あ
り
ま
す
。

　

こ
う
し
た
諸
課
題
の
解
決
や

改
善
に
真
摯
に
取
り
組
む
一
方
、

次
世
代
の
た
め
に
、
確
か
な
県

勢
の
発
展
を
図
っ
て
い
く
こ

と
も
不
可
欠
で
あ
り
、
陸
、
海
、

空
の
交
通
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
や
情

報
通
信
基
盤
を
十
二
分
に
活
用

し
て
、
県
民
が
将
来
に
自
信
を

持
て
る
地
域
づ
く
り
を
進
め
て

参
り
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

　

県
民
の
皆
様
の
ご
支
援
、
ご

協
力
を
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。


